
2026 年 4 月 1 日  

公益財団法人電気通信普及財団  

 

国際交流人材育成援助募集要項（2026 年度）  

 

１  援助の趣旨・対象 

(1)援助の趣旨  

 情報社会の進展に伴い、インターネット、スマートフォン等情報通信の利活用が拡

大し、我が国と開発途上国との様々な交流が促進されています。これらを背景とし

て行われる、開発途上国における情報通信サービスの利活用、情報通信分野の

人材育成に貢献する我が国の大学や高等専門学校の活動プロジェクトを支援しま

す。 

 非営利活動を継続的、自立的な事業につなげるための初期事業支援を行いま

す。 

(2)援助の対象及び援助額  

①情報通信分野における我が国と開発途上国との国際交流を促進する活動プ

ロジェクト 

特に、情報通信分野における開発途上国の人材育成を促進する活動プロジ

ェクト 

②情報通信分野における国際交流を通じて、我が国の情報通信分野における

人材育成を促進する活動プロジェクト 

・1 件年間当たり 200 万円程度  

・新しい活動プロジェクトの取組を優先します。 

・援助期間は 1～3 年  

(3)援助の対象期間  

  原則、2027 年度を初年度とする連続する 3 年間を限度とし、対象期間全体に

つき一括で審査し、各年度の実績報告を求めます。 

(4)援助金の使途  

援助対象期間に実施する非営利の活動の直接経費の一部  

(5)援助の実施に関する報告  

援助対象期間に実施する活動プロジェクトについて、進捗状況・活動報告、援助

金使途報告を行っていただきます。 

２  申込受付期間  

2026 年 4 月 1 日（水）～2026 年 5 月 31 日（日）  



３  申込手続  

非営利活動を実施する大学や高等専門学校の代表者の方にお申し込みいただ

きます。 

当財団ホームページの電子申請（Web 申請システムによるマイページ取得、   

提出書類ファイルのアップロード）による受付を行います。 

https://taf.yoshida-p.net/ 

 

４  選考結果通知  

2026 年 10 月末までに、援助申込者に通知し、採択案件を当財団ホームページ

等に掲載します。 

 

５  その他  

⑴ 援助採択後の事務手続については、財団より連絡いたします。 

⑵援助対象活動の実施について、当財団のホームページ等への掲載のために情

報提供をお願いすることがあります。 

⑵ 援助申込書類ファイルに記載された個人情報については、法令及び当財団の

内部規定に従い、適切に取り扱います。 

援助採択の団体名及び責任者の氏名、所属、対象活動名、援助対象期間、援

助金額については一般に公開致します。また、これらの援助採択に関する情報を公

益財団法人助成団体センターに提供します。 


